
【協　議】 〔令和７年度第２回評議員会〕

番 号 件　名 ページ

協議第１号
資料１
資料２

【議　案】

番　号 ページ

議案第１号 資料３

議案第２号 5
社会福祉法人熊本市社会福祉協議会中期経営計画評価検証委員の選出
について

件　名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会令和７年度会計収入支出補正予算
について

議　案　書

養護老人ホームおよび訪問介護事業所運営に関する経営診断の状況報告





令和７年１２月５日 
社会福祉法人 
熊本市社会福祉協議会 
会 長 萱 野  晃 

 
 
協議第１号 
 
   養護老人ホームおよび訪問介護事業所運営に関する経営診断の状況報告について 
 
  資料１、資料２のとおり 
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令和７年１２月５日 
社会福祉法人 
熊本市社会福祉協議会 
会 長 萱 野  晃 

 
 
議案第１号 
 

   社会福祉法人熊本市社会福祉協議会令和７年度会計収入支出補正予算について 
 
 資料３のとおり 
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令和７年１２月５日 
社会福祉法人 
熊本市社会福祉協議会 
会 長 萱 野  晃 

 
 
議案第２号 
 

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会中期経営計画評価検証委員の選出について 

 
  

 ＜提出理由＞ 

  社会福祉法人熊本市社会福祉協議会「中期経営計画」推進体制整備要綱第３条第５項及び社会福祉法

人熊本市社会福祉協議会評価検証委員会設置要綱に基づき、評価検証委員の選出をお願いするもの 

 

 

 ＜任期＞ 

  令和７年１２月１０日（令和７年度第１回評価検証委員会）から計画期間の検証終了時まで 

 

 

≪参考資料≫ 
社会福祉法人熊本市社会福祉協議会「中期経営計画」推進体制整備要綱〔抜粋〕 

 
（会議体） 
第３条 前条の目的を達成するために、次の会議体を置く。 
（１）管理職会議 
   中期経営計画の進捗管理を行うとともに評価検証（案）の検討、評価検証委員会へ報告、評価 

検証委員会における検証結果を踏まえ、理事会及び評議員会に報告する。 
   併せて、地域福祉活動計画の進捗状況についても評価検証結果を確認する。 
（２）総務推進会議 
   法人経営部門並びに施設・介護サービス部門の各事業における課題整理とともに、課題解決に 

向けた意見出しを行う。 
（３）地域福祉推進会議（区事務所連携会議） 

地域福祉推進部門の各事業における課題整理とともに、課題解決に向けた意見出しを行う。 
（４）生活支援推進会議 

生活支援推進部門の各事業における課題整理とともに、課題解決に向けた意見出しを行う。 
（５）評価検証委員会 
   中期経営計画の進捗状況と評価検証（案）について評価検証を行う。なお、評価検証委員会の 

詳細な運営方法等については、別途「社会福祉法人熊本市社会福祉協議会評価検証委員会設置 
要綱」で定める。 
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≪参考資料≫ 

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会評価検証委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 社会福祉法人熊本市社会福祉協議会中期経営計画（以下「中期経営計画」という。）を着実

に推進し、適正な運営を図るため、社会福祉法人熊本市社会福祉協議会推進体制整備要綱第３条（５）

に定める評価検証委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
 

（委員会の任務） 

第２条 委員会の任務は次のとおりとする。 

（１）中期経営計画の進捗管理 

（２）中期経営計画の評価検証 
 

（組織） 

第３条 委員会は、６名以内の委員をもって構成する。 

２ 委員の構成は次のとおりとし、会長が委嘱する。 

 （１）理事    １名 

 （２）評議員   ２名 

 （３）監事    １名 

 （４）行政所管課 １名 

 （５）常務理事  １名 

３ 委員会に委員長１名、副委員長１名を置く。 

４ 委員長、副委員長は、委員の互選とする。 
 

（委員長の職務） 

第４条 委員長は、会務を統括し、会議の議長となる。 

２ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 
 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は計画期間の検証終了までとする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間

とする。 

２ 委員は、再任することができる。 
 

（会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、関係ある者の出席を求めることができる。 
 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、熊本市社会福祉協議会総務課において行う。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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■評議員 〔敬称略〕

種　別 区　　分 定　数 所　　属 氏　　名

第1号 地域の福祉活動実践団体 1名 熊本市校区社会福祉協議会連絡協議会副会長 松瀨　美智子

第2号 民生委員児童委員等の福祉活動団体 1名 熊本市民生委員児童委員協議会監事 小夏　敏明

熊本市社会福祉協議会障がい部会副部会長 若松　真由美

熊本市地域婦人会連絡協議会会長 植村　米子

熊本市老人クラブ連合会会長 田辺　正信

熊本市母子寡婦福祉連合会会長 川田　秀子

熊本市地域包括支援センター連絡協議会
理事代理

加世田　まゆ

熊本市保育園連盟理事 鬼塚　和典

第5号 行政機関及び社会福祉協議会 1名 熊本市健康福祉局健康福祉福祉部部長 石元　典子

第6号 学識経験者等 1名
熊本日日新聞社
地域報道本部社会担当編集委員

平井　智子

熊本県社会福祉士会副会長 髙江　康明

熊本青年会議所専務理事 藤原　将和

日本赤十字社熊本市地区本部副地区本部長 谷口　憲治

熊本商工会議所副会頭 西村　まりこ

14名

社会福祉法人熊本市社会福祉協議会評議員名簿

任期：令和7年6月30日から令和11年度定時評議員会終結の時まで

第4号 社会福祉施設及びこれに関係ある団体 2名

第3号 地域の福祉に関係ある団体 4名

第7号 社会福祉を支援する企業及び団体 4名

合　　計
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